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国
を
被
告
と
す
る
自
衛
官
人
権
裁
判
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日
付
で
「
国
を
被
告
と
す
る
自
衛
官
人
権
裁
判
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、

「
質
問
主
意
書
」
と
い
う
）
を
提
出
し
た
。
右
質
問
主
意
書
に
対
し
、
同
年
同
月
二
十
六
日
に
政
府
答
弁
書
（
以
下
、
「
答
弁

書
」
と
い
う
）
を
受
領
し
た
。

前
記
答
弁
書
は
、
私
の
質
問
主
意
書
に
対
し
か
な
り
の
程
度
丁
寧
な
答
弁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
。
だ
が
、
私
が
前

記
質
問
主
意
書
で
質
し
た
の
は
、
現
下
自
衛
隊
内
に
お
け
る
上
官
や
同
僚
ら
に
よ
る
自
衛
官
に
対
す
る
い
じ
め
、
パ
ワ
ハ
ラ
、

セ
ク
ハ
ラ
等
を
原
因
と
し
、
当
該
自
衛
官
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
身
体
的
負
傷
、
精
神
疾
患
な
ど
の
被
害
を
受

け
た
と
し
て
国
を
被
告
と
し
た
裁
判
、
ま
た
は
、
海
外
派
遣
中
の
自
衛
官
が
職
務
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
・
事
故
等
を
理
由

に
国
を
被
告
と
し
た
裁
判
の
実
態
を
究
明
す
る
目
的
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
前
記
答
弁
書
で
は
、
私
の
質
問
主
意
書
の
不
十
分
さ
も
あ
っ
た
が
、
判
決
に
よ
り
確
定
し
た
裁
判
及
び
係
属
中

の
裁
判
に
つ
い
て
は
詳
細
な
答
弁
が
得
ら
れ
た
が
、
裁
判
提
訴
後
和
解
に
よ
り
終
了
し
た
裁
判
に
つ
い
て
は
全
く
答
弁
し
て
い

な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一



一

自
衛
隊
内
に
お
け
る
上
官
や
同
僚
ら
に
よ
る
自
衛
官
に
対
す
る
い
じ
め
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
等
を
原
因
と
し
、
当
該

自
衛
官
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
身
体
的
負
傷
、
精
神
疾
患
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
と
し
て
国
を
被
告
と
し
た

裁
判
、
ま
た
は
、
海
外
派
遣
中
の
自
衛
官
が
職
務
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
・
事
故
等
を
理
由
に
国
を
被
告
と
し
た
裁
判

で
、
和
解
に
よ
っ
て
終
了
し
た
裁
判
の
①
事
件
名
、
②
提
訴
の
年
月
日
、
③
原
告
の
数
及
び
原
告
の
当
該
自
衛
官
と
の
続

柄
、
④
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
訟
物
の
価
額
、
⑤
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
の
概
要
、
⑥
和
解
が
成
立
し
た
年
月
日
、
⑦
和
解

裁
判
所
、
⑧
和
解
内
容
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
自
殺
を
し
た
陸
海
空
自
衛
官
の
各
月
毎
の
人
数
、
所
属
部
隊
名
、
自
殺
を
し
た
自
衛
官
の
年

齢
及
び
階
級
、
自
殺
の
原
因
等
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


